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市家族介護者交流事業（リフレッシュ事業）消費税軽減税率制度説明会個人事業税後期納期限は11月30日（木） 大町労働基準監督署庁舎の移転

11 月 6 日（月）から大町労働基準監督署庁舎が移
転します。（11 月 2 日（木）まで、現庁舎で業務が行
われます）
移転先　
〒 398-0002　大町市大町 2943-5　大町地方合同庁舎 4
階（電話番号、ファクス番号は変わりません）

詳細は長野労働局ホームページをご覧ください。
uhttp://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

問大町労働基準監督署（40261・22・2001　60261・
22・0369）

家族の介護の不安や相談事を交流会で話し合いませんか。
日 11 月 24 日（金）午前 10 時 30 分～午後 3 時
場ファインビュー室山（送迎あり）
対市内在住で、家庭で高齢者を介護している人。
内午前中は交流会・介護相談等、昼食後は入浴等の

自由時間。
費１人 2000 円　持筆記用具、入浴用具
申 11 月 10 日（金）までに、市社会福祉協議会本所

または各支所へ。
問市社会福祉協議会　介護・事業課（488・8507）

松本税務署では、事業者を対象に、消費税の軽減税率制度に関
する説明会を開催します。
日場① 10 月 26 日（木）午後 2 時～ 3 時 30 分・松本商工会館

601 号室（松本市中央 1-23-1）
② 11 月 14 日（火）午後 3 時 30 分～ 4 時 10 分・レザンホール中

ホール（塩尻市大門七番町 4-8）　
③ 11 月 16 日（木）午後 3 時 30 分～ 4 時 10 分・堀金総合体育館

問松本税務署法人課税第 1 部門（439・3267）

個人事業税の後期分の納期限は 11 月 30
日（木）です。忘れずに納期限までに納
めましょう。納税には便利な口座振替も
ありますので利用ください。

なお、これから手続きをする人の振替
は、来年度の前期分（平成 30 年 8 月 31
日納期限）からの振替となります。

問中信県税事務所課税第１係（440・1908）
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▽
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ボ
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３
２
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弱者を意識した社会生活

湯澤 力三さん（豊科）

人 権 コ ラ ム

近年、自然災害が増加傾向にあると言われてい
ます。その背景には、地震や火山は別として温暖
化や無計画な開発、管理放棄があるようです。い
ざ災害が発生すると、避難所の設置と運営が始ま
ります。その避難所は、にわか造りにしてもコミュ
ニティ（居住地域を同じくし、利害を共にする共
同社会）という存在になります。

報道によると、このコミュニティは人それぞれ
で各種の伝達が大変難しいようです。その一例と
して、聴覚障がい者への情報伝達の難しさが挙げ
られます。災害時の情報提供のほとんどは音声を
主流としているため、聴覚障がい者には情報が伝
わらず孤立してしまうことがあります。聴覚障が
い者への情報伝達の方法としては、必要な情報は
黒板や紙に書き出すことを音声と並行して行うこ
とが良いと言われます。また、多くの人が少しで
も手話を覚えていれば、情報伝達が容易になると
いうことです。

以前、聴覚障がい者を支援している人から「災
害時に聴覚障がい者は大変危険な存在であり、誤
解もされる」と伺いました。それは、一見すれば
健常者（健聴者）と変わりないことから情報が伝
達されていると思われる。それと共に「何もしな
い人」として変人・異端者として見られてしまう
ということです。聴覚障がい者だけではなく情報
が理解できない人や行動がとれない人など、社会
にはさまざまな弱者がいます。そうした人を普段
から意識し、有事の際に対応できるような社会で
あってほしいと思います。


